
条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
項
第
三
号
事
務
の
欄
中
「
法
に
」
を
「
法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
に
」
に
改

め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

４ 

施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

 
 

別
表
第
二
項
第
四
号
事
務
の
欄
中
「
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
施
行
規
則
」
に
改
め
、

同
欄
１
中
「
第
六
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
事
務
の
欄
中
「
法
に
」
を
「
法

及
び
施
行
規
則
に
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
徴
収
」
を
「
受
理
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

４ 

施
行
規
則
第
四
十
九
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

 
 

５ 

施
行
規
則
第
四
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知 

 
 

別
表
第
十
三
項
第
一
号
事
務
の
欄 

中
「
第
六
条
の
二
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
及
び
第
九
条

の
十
五
の
二
」
を
加
え
、
「
承
認
」
を
「
認
定
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
事
務
の
欄
８
中
「
承

認
」
を
「
認
定
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
七
項
第
三
号
市
町
村
の
欄
中
「
春
日
部
市
」
の
下
に
「
、
狭
山
市
」
を
、
「
蕨

市
」
の
下
に
「
、
戸
田
市
」
を
、
「
ふ
じ
み
野
市
」
の
下
に
「
、
白
岡
市
、
伊
奈
町
」
を
、
「
三

芳
町
」
の
下
に
「
、
毛
呂
山
町
」
を
、
「
吉
見
町
」
の
下
に
「
、
と
き
が
わ
町
」
を
、
「
宮
代

町
」
の
下
に
「
、
杉
戸
町
」
を
加
え
る
。 

第
二
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
一
項
市
町
村
の
欄
中
「
小
鹿
野
町
」
の
下
に
「
、
美
里
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
伊
奈
町
、
三
芳
町
、
毛
呂
山
町
、
越
生
町
、
滑
川

町
、
嵐
山
町
、
小
川
町
、
川
島
町
、
吉
見
町
、
鳩
山
町
、
と
き
が
わ
町
、
横
瀬
町
、
皆
野
町
、

小
鹿
野
町
、
東
秩
父
村
、
美
里
町
、
神
川
町
、
上
里
町
、
寄
居
町
、
宮
代
町
、
杉
戸
町
、
松
伏

町
」
を
「
各
町
村
」
に
改
め
る
。 

 

14 



 
 

別
表
第
三
十
一
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
加
須
市
」
を
「
川
口
市
、
加
須
市
、
深
谷
市
」

に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
四
十
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
伊
奈
町
」
の
下
に

「
、
毛
呂
山
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
四
十
五
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
さ
い
た
ま
市
」
の
下
に
「
、
川
越
市
」
を
加
え

る
。 

 
 

別
表
第
五
十
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
嵐
山
町
」
の
下
に
「
、
小
川
町
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
滑
川
町
」
の
下
に
「
、
小
川
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
五
十
一
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
春
日
部
市
」
の
下
に
「
、
羽
生
市
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
加
須
市
」
の
下
に
「
、
羽
生
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
五
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
久
喜
市
」
の
下
に
「
、
蓮
田
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
八
十
六
項
市
町
村
の
欄
中
「
加
須
市
」
の
下
に
「
、
本
庄
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
八
十
七
項
市
町
村
の
欄
中
「
さ
い
た
ま
市
」
の
下
に
「
、
川
口
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
一
項
事
務
の
欄
１
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
条
第
九
項
」
を

加
え
、
同
欄
２
中
「
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」

を
加
え
、
同
欄
４
中
「
第
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
八
項
」
を
加
え
、
「
第
七
条
第
四

項
、
第
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
、
第
十
二
条
第
五
項
」

に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
三
条
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七

項
」
を
加
え
、
「
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
」
を
「
及
び
第
二
項
、
第
十
二
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
」
に
改
め
、
「
第
二
十
条
第
六
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
届
出
」
を
「
届
出
等
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 
と
し
、 

 

 
 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
十
項
」

に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
受
理 

 
 

 
 

法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
短
縮
及
び
通
知 

 
 

別
表
第
百
四
項
市
町
村
の
欄
中
「
伊
奈
町
」
の
下
に
「
、
毛
呂
山
町
」
を
加
え
る
。 

第
三
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
二
十
三
項
第
二
号
事
務
の
欄
１
中
「
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項
」

を
「
、
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項
（
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
及
び
第
五
項
第
三
号
」
を

「
、
第
五
項
及
び
第
六
項
第
三
号
」
に
、
「
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十

七
条
第
三
項
第
二
号
」
に
、
「
並
び
に
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
八

十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」

29 

31 

30 

15 

28 

12 

12 

14 

11 

13 
12 13 



に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
三
条
の
規
定 

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
七

号
）
の
施
行
の
日 

２ 

こ
の
条
例
（
第
三
条
の
規
定
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ

い
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
改
正
後
の
別
表
の
事
務
の
欄
に
掲
げ
る
事

務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
さ
れ

た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
に
同
表
の
市
町
村
の
欄
に
掲
げ
る
市
町
の
長
が
管
理
し
及

び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
市
町
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た

申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 


